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 はじめに   
 川崎 市 では、公 共 サー ビ スと して 必 要な ものを、確 実に 市民 へ 提供

する た めに 、厳 し い財 政 状況 のも と 、全 ての施 策や 制 度を 検 証し 、見

直し を 図り なが ら 、行 財 政改 革に 取 り組ん でき まし た 。  

この 間、市 役所・区 役所 の 駐車 場に ついて も、市 民が 利 用し や すい

駐車 場 とす るた め の検 討 を重 ねて き ました 。  

この た び、市役 所・区役 所 及び 併設 す る市 民 館・図書 館 など を 利用

す る 市 民 に 、 駐 車 場 を ス ム ー ズ に 利 用 し て い た だ く た め 、「 市 役 所 ・

区役 所 駐車 場の 適 正利 用（ 有料 化 ）実 施計 画 」をと りま とめ 、駐 車場

の効 率 的な 利用 と 、利 便 性の 向上 を 図る ことと しま し た。  

 

 

１  現状・課題   
  現 在 、 市 役 所 ・ 区 役 所 駐 車 場 は 、 施 設に 用 事 が な い 方 も 利 用 で き る

状 態 と な っ て い ま す 。 こ の た め 、 次 の よ う な 課 題 が あ り ま す 。  

(1) 長 時 間 利 用 、目 的 外 利 用  

市役 所・区 役所 及 び 併設 す る市 民館・図 書館 、スポ ーツ セ ン ター 、

休 日 急 患 診 療 所 等 の 施 設 （ 以 下 「 市 役 所 ・ 区 役 所 等 」 と い う 。） の

利用 に あた って 、自 家用 車 によ る来 所 が多 く、長時 間 駐車 によ る 混

雑が 見 受け られ ま す。  

また 、市 の施 設 に 用事 が ない 方が 、市役所・区役 所 の 駐車 場 を利

用 （ 以 下 、 目 的 外 利 用 と い う 。） し て い る 現 状 も あ り ま す 。 こ れ に

対し て は、来 庁 の目 的を 確 認す る対 策等を 講 じて きま し たが、十 分

な 抑 止 効 果 は あ が ら ず 、 駐 車 場 利 用 の適 正 化 も 求 め ら れ て い ま す 。 

(2) 長 時 間 の 入 庫待 ち 、 待 機 車 両 に よる 渋 滞 発 生  

駐車 場 の混 雑に よ り、入庫 まで に 時間がか か り、施 設 利用 者が 駐

車場 を スム ーズ に 利用 で きな い状 況 があり ます 。  

また 、入庫 を 待つ 車が 滞 留し て 、渋 滞を 招 くと とも に 、周辺 の交

通の 流 れを 阻害 す る場 合 もあ って 、 改善を 求め られ て きま し た。  

(3) 管 理 経 費 負 担  

    駐車 場 の管 理運 営の た めに 、出 入 り 口に 駐 車券 の発 券 機や ゲ ート

を設 け るな ど、 多 大な 経 費を 支出 し てい ま す。  

(4) 駐 車 場 利 用 の有 無 に よ る サ ー ビ ス の違 い  

市役 所・区役 所 等の 利用 に あた って 、公 共交 通 機関 を利 用 した り、

徒歩 で 来ら れた り する 方 と、自 家用 車 で来 庁 し駐 車場 を 利用 す る方
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との 間 には 、利便 性 の享 受 の面 で受 け るサ ー ビス が異 な り、不 公平

感が 生 じて いま す 。  

また 、市 の委 託 を受 けた 駐 車場 整理員 が車 両 の誘 導、交通 整理 ま

でを 行 って いる 現 状等 に 対し て 、駐 車場利 用 者に 特別 な サー ビ スを

与え て いる とす る 声も あ りま す。  

 

 

２  課題解決に向けた方針   
 市 役 所 ・ 区 役 所 駐 車 場 に 求 め ら れ る 適 正利 用 の あ り 方 に つ い て 、 次 の

３ 点 を 基 本 項 目 と し て 設 定 し ま し た 。  

《 駐 車 場 の 適 正 利 用 実 施 後 の あ り 方 》  

(1) 駐 車 場 を 真 に必 要 と す る 利 用 者 に 、必 要 な サ ー ビ ス を 提 供  

市 は サ ー ビ ス を 必 要 と す る 市 民 に 、 必 要 な サ ー ビ ス を 迅 速 か つ 適

正 に 提 供 し な く て は な り ま せ ん 。 市 役 所 ・ 区 役 所 駐 車 場 を 、 真 に 必

要と す る方 にス ム ーズ か つ適 正に 提 供し ます。  

(2) 市 役 所 ・ 区 役所 駐 車 場 の 機 能 を 確 保し つ つ 、 利 便 性 向 上 を 推 進  

利 便 性 の 向 上 を 図 る 場 合 、 市 役 所 ・ 区 役 所 等 の 利 用 者 が 使 い や す

い こ と が 重 要 な た め 、 市 役 所 ・ 区 役 所 駐 車 場 と い う 機 能 は 確 保 し 続

ける こ とと しま す 。  

(3) 民 間 活 用 に よる 公 共 的 駐 車 場 の 効 率的 運 営  

民 間 に で き る こ と は 民 間 に 任 せ る と い う 理 念 か ら 、 民 間 の 駐 車 場

運 営 の ノ ウ ハ ウ を 活 用 し て 、 施 設 利 用 者 に と っ て の 利 便 性 を 高 め た

「公 共 的駐 車場 」 を効 率 的に 運営 し ます 。  

 

適正 利 用の あり 方 (1)か ら (3)に基 いて、市 役所・区 役 所駐 車場 に 関

する 課 題を 解決 す るた め 、次 の方 針 を定め まし た。  

《 課 題 解 決 に 向 け た 方 針 》  

(1) 自 家 用 車 利 用の 抑 制 、 長 時 間 駐 車 の抑 制  

  市 役 所 ・ 区 役 所 等 を 利 用 す る 場 合 、 自 家 用 車 の 利 用 を 控 え て も ら

うと と もに 、長 時 間駐 車 も抑 制し ま す。  

(2) 適 正 な 利 用 の 推 進  

車 に よ る 来 庁 が 真 に 必 要 な 利 用 者 が 、 ス ム ー ズ に 駐 車 場 が 利 用 で

き る よ う に 、 地 域 の 特 性 に 配 慮 し て 、 効 率 性 を 高 め 、 目 的 外 利 用 を

抑 制 す る こ と で 、 待 ち 時 間 の 解 消 と 待 機 車 両 の 発 生 防 止 を 図 り 、 利

便 性 を 向 上 さ せ ます 。  
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(3) 受 益 者 負 担 の導 入  

受 け る サ ー ビ ス の 違 い に よ る 不 公 平 感 の 解 消 を 図 る た め 、 駐 車 場 の

利 用 者 に は 、 利 便 性 の 享 受 や 駐 車 場 ス ペ ー ス の 占 有 と い う 受 益 に 応

じて 、 相応 の負 担 をし て いた だき ま す。  

(4) 民 間 活 用 と 市有 財 産 有 効 活 用  

駐 車 場 の よ り 効 率 的 な 運 営 を 図 る た め 、 民 間 の 駐 車 場 事 業 者 の ノ

ウ ハ ウ を 活 用 し ま す 。 駐 車 場 の 管 理 経 費 を 削 減 す る と と も に 、 市 有

財産 の 有効 活用 に よる 収 入を 確保 し ます 。  

収 入 の 一 部 は 区 の 事 務 事 業 ・ 区 民 の サ ー ビ ス の 向 上 な ど に 充 当 し

ます 。  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３  具体的な取組み   

(1) 適 正 利 用 対 象駐 車 場 と 開 場 時 間 等  

対象 と する 駐車 場 は、本 庁舎 を 始め 次表の 駐車 場と し 、原 則 とし

て２ ４ 時間 開場 と しま す。た だし、庁 舎の 構 造上 、セ キ ュリ テ ィが

確 保 で き な い 場 合 な ど に は 、 開 場 時 間を 制 限 す る こ と が あ り ま す 。 

なお 、支 所・出 張所 等の 駐 車場 につい ては 、利 用 に関 し て深 刻 な

状態 が 発生 して な いこ と から、当 面の 間、こ れ まで ど おり の運 用 を

長 時 間 の駐 車  

庁 舎 利 用 者 以 外 の使 用  

駐 車 までの長 い待 ち時 間  

駐 車 場 入 口 付 近 の渋 滞

周 辺 交 通 阻 害  

管 理 経 費 の負 担  

 

適 正 化

長 時 間 駐 車 の減 少  

不 適 正 使 用 の抑 止  

待 ち時 間 の解 消  

待 機 車 両 渋 滞 の減 少

管 理 経 費 削 減  

賃 料 収 入 の確 保  

課     題  解     決  
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続け る 方針 とし ま す。  

現行の
収容台数

本庁舎 37 ２４時間

第３庁舎 83 第３庁舎は時間制限

2 幸区役所 76
市民館、図書館、スポーツ

センター、福祉パル
２４時間

中原区役所 46（20） 休日急患診療所 ２４時間

旧中原消防署跡地暫定駐
車場 37 ２４時間

4 高津区役所 36 屋内は開庁時間のみ

宮前区役所 65

第２駐車場 42

6 多摩区役所 112

市民館、図書館、福祉セン
ター、休日夜間 急患診療

所 ・ 北 部 小 児 急 病 セ ン
ター、薬事センター

早朝のメンテナンス時

間を除く

7 麻生区役所 69
市民館、図書館、休日急患
診療所

２４時間

4 他の行政目的での利用が想定されるため、高津区第２駐車場と多摩区屋外駐車場は対象外。

適正利用対象駐車場

(注)

1 適正利用(有料化)後の収容台数は関係局区と調整。

2 防災訓練、イベント、メンテナンス等による営業停止日（停止区画）を設定。

5 市民館、図書館
屋内は市民館・図書
館開館時間のみ

開 場 時 間

3 中原区役所の(   )内の値は、平成22年度予定の再開発工事に伴う、駐車場の縮小を反映した台数。

1
第2庁舎、明治安田生命ビ
ル他(借上庁舎)

№ 名  　　　称 併 設 施 設

3

 

 

 (2) 駐 車 場 の 運営 形 態  

 

 

 

 

 

 

① 行 政 財 産 の 貸 付 け を 受 け た 民 間 駐 車 場 事 業 者 が 運 営 す る 公 共 的 駐

車 場  

② 対 象 駐 車 場 を 一 括 し て 貸 付 け 、 一 斉 に 適 正 利 用 （ 有 料 化 ） を 実 施  

③ 原 則 ２ ４ 時 間 開 場 （ 庁 舎 の セ キ ュ リ テ ィ 等 の 関 係 で 時 間 制 限 あ り ）

④ 市 の 主 催 す る 訓 練 ・ イ ベ ン ト な ど の た め、 営 業 停 止 日 を 設 定  
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  市は 、対 象 駐車 場を 民 間駐 車場 事 業者 に 一括 して 貸 付け 、適 正

利用（ 有 料化 ）を 一 斉に 実 施す るこ と とし ま す 。形 態 は 、時間 貸

し駐 車 場と なり ま す。  

  ま た、市 が 主催 する 訓 練や 区民 祭 などの イベ ント で 駐車 場 を使

用す る 場合 には 、 駐車 場 の営 業を 停 止し ま す。  

 

(3) 利 用 者 の 無 料措 置 に 関 す る 区 分 と出 庫 ま で の 手 続 き  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

《 原  則 》  

市役 所・区役 所 等で 用事 を 済ま せた 利 用者 は、窓口 等 で認 証措

置を 受 ける こと で、原則 １ 時間 まで 無 料と な りま す。１時 間を 超

えた 料 金が 発生 し た場 合 、超 過 料金 を精算 し て出 庫し て いた だ き

ます 。  

《 特  例 》  

特例 と して、１ 時間 を超 過 して も、一定 の条 件 に当 ては ま る利

用者 は その 旨を 対 応し た 窓口 など に示し て いた だく こ とで 、所要

時間 を 全て 無料 と する 措 置を とり ま す。精 算時 に 超過 料 金は 発 生

せず 、 無料 で出 庫 する こ とが できま す。  

《 無 料 措 置 の 原 則 》  

・市 役 所・ 区役 所 等利 用 者は 原則 １ 時間無 料  

 《 特  例 》  

① 障 害 者 は 、 所 要 時 間 無 料  

② 市 主 催 会 議 の 委 員 等 や 市 と 連 携 す る ボ ラ ン テ ィ ア な ど の 車 両 は 所

要 時 間 無 料  

③ 工 事 用 車 両 、 機 材 搬 入 な ど の 車 両 は所 要 時 間 無 料  

④ 電 気 自 動 車 は 所 要 時 間 無 料  

 《 手 続 き 等 》  

① 無 料 の 措 置 を 受 け る 場 合 、 利 用 者 は 窓 口 で 必 要 な 認 証 措 置 を 受 け

て か ら 精 算 ・ 出 庫  

② 目 的 外 利 用 者（ 市 の 施 設 を 利 用 し ない 駐 車 目 的 の み の 利 用 者 ）は 、

周 辺 よ り 高 い 料 金 で 精 算・出 庫（ 平 日の 市 役 所・区 役 所 の 開 庁 時 間

帯 等 ）  
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所要 時 間無 料に つ いて は 、次 のよう な条 件 とな りま す 。  

 対  象  内     容  

１  障 害 者  
・障 害 の あ る 方 の運 転 、同 乗 さ せ て い る 場 合

（ 障 害 者 手 帳 又 は療 育 手 帳 等 を 提 示 ）  

２  会 議 の 委 員  

・市 が 主 催 す る 会 議 等 で 、公 共 性 が 高 く 、参

加 者 が 委 員 又 は 同 様 の 位 置 付 け（ 参 画 、協 働

な ど ） が あ る 場 合  

３  
市 と 連 携 す る

ボ ラ ン テ ィ ア  

・市 の 事 務 事 業 と密 接 に 関 連 す る ボ ラ ン テ ィ

ア 活 動 、 ボ ラ ン テ ィ ア 育 成 講 座 の 参 加 者  

４  機 材 搬 入 車 両  

・市 民 館 の 講 座等 に 必 要 な 機 材 等 を 搬 入 す る

車 両 で 、 事 前 に 許 可 を 得 た 場 合  

・物 品 等 の 納 入 、図 書 の 入 れ 替 え 等 の 車 両（ ゴ

ミ 収 集 車 、 郵 便 車 、 配 送 車 等 を 含 む ）  

５  電 気 自 動 車  
・燃 料 が 電 気 で 走 行 す る 車 両（ 当 面 は 、車 検

証 （ 写 し を 含 む ）の 提 示 に よ り 確 認 ） ※  

６  工 事 用 車 両  ・ 庁 舎 等 の 補 修 工 事 に 必 要 な 車 両  

７  そ の 他  

・市 が や む を 得 な い と 判 断 す る 場 合（ 集 中 的

に 事 務 が 発 生 し 、対 応・処 理 が 遅 れ て し ま っ

た 場 合 な ど ）  

  ※ 地 球 温 暖 化 対 策 の 一 環 と し て 、 電 気 自 動 車 の 普 及 を 促 進 す る た め 。  

 

 

４  料金体系   
  各 駐車 場の 料 金は 、近 隣 の民 間駐 車場の 料金 を参 考 に、駐車 場 事

業者 が 市と 協議 の うえ 、 設定 する こ ととし ます 。  

  特 に、 平日 の 市役 所 ・区 役所 が 開庁し てい る時 間 帯は 、 市役 所 ・

区役 所 等に 用事 が ある 方 が、駐車 場を 利用し やす くす る ため に、こ

の時 間 帯の 目的 外 利用 を 抑制 する 料 金と し ます 。  

(1) 平 日 の 市 役 所 ・ 区 役 所 の 開 庁 時 間 帯は 、 目 的 外 利 用 の 料 金 を 、

周辺 の 民間 駐車 場 より 高 めの 料金 体 系と し ます 。  

(2) 早 朝 ・ 夜 間 、 土 ･日 な ど 、 そ の 他 の 時 間 帯 に お け る 駐 車 料 金 は 、

周辺 駐 車場 の動 向 を勘 案 して 設定 す るこ と とし ます 。（ ただ し 、併

設 施 設 の 開 庁 時 間 帯 の 範 囲 内 で 、 目 的 外 利 用 の 料 金 を 、 周 辺 の 民
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間駐 車 場よ り高 め の料 金 体系 とす る ことも 可能 とし ま す。）  

 

【料金設定の標準例】 

時間

0:00
～8:00 事業者駐車場

60分100円

庁舎等駐車場
（来庁者利用）

(目的外利用）
60分600円

以降20分200円

18:00
～24:00 事業者駐車場

20分100円

曜日の区分

平日(土曜開庁日を含む） 土・日・祝

8:00

～18:00

20分100円
事業者駐車場 20分100円

 

(注 )  いずれの曜 日 ・時 間 でも、市 役 所 ・区 役 所 等 の利 用 者 は原 則  

1 時 間 無 料 。 

 

  【利用料金の仕組み：事例として】 

 具 体 的 な用 途  駐 車 時 間  無 料 時 間 処 理 と出 庫  

① 
区 役 所 の 区 民

課 で転 入 手 続 き 
５０分  ５０分  

窓 口 で 認 証 の 処 理 を 行

い 、 精 算 機 に 駐 車 券 を

通 して出 庫  

② 

平 日 に 区 役 所

に 併 設 す る 市 民

館 で会 議 室 を利

用  

２時 間  

２０分  
1 時 間  

窓 口 で 認 証 の 処 理 を 行

い 、 精 算 機 に 駐 車 券 を

通 し て 、 超 過 の １ 時 間 ２

０ 分 の 料 金 を 支 払 い 出

庫  

③ 

土 曜 日 に 区 役

所 に 併 設 す る 図

書 館 で 図 書 借

出 し 

５０分  ５０分  

窓 口 で 認 証 の 処 理 を 行

い 、 精 算 機 に 駐 車 券 を

通 して出 庫  

④ 

日 曜 日 に 区 役

所 に 併 設 す る 図

書 館 で 資 料 調

査  

1 時 間  

４０分  
1 時 間  

窓 口 で 認 証 の 処 理 を 行

い 、 精 算 機 に 駐 車 券 を

通 し て 、 超 過 の ４ ０ 分 の

料 金 を支 払 い出 庫  
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５  実施効果   
  適 正 利 用 （ 有 料 化 ） を 実 施 し た 場 合 の 効 果 と し て 、 目 的 外 利 用 、

長時 間 駐車 、待機 車 両に よ る渋 滞な どへの 抑 止効 果が 期 待で き ます 。 

(1) 目 的 外 利 用 の減 少  

対 面 で の 認 証 を 厳 密 に す る こ と 及 び 平 日 に 高 い 料 金 を 設 定 す る

こと で 、目 的外 の 利用 が 減少 しま す 。  

 (2) 長 時 間 駐 車の 減 少  

駐 車 時 間 の 短 縮 や 入 庫 ・ 出 庫 の 円 滑 化 に よ り 、 駐 車 場 に 空 き が

生ま れ、駐車 場 を真 に必 要 とす る利 用者に 提 供し やす く なり ま す。 

 (3) 待 機 車 両 によ る 渋 滞 発 生 の 減 少  

入 庫 待 ち の 待 機 車 両 を 減 ら し 、 近 隣 に 交 通 渋 滞 を 発 生 さ せ る 頻

度を 減 少さ せま す 。  

 (4) 自 家 用 車 利用 の 抑 制  

自家 用 車の 利用 が 抑制 さ れる こと で、ＣＯ  の 排 出抑 制に つな が

り、 地 球環 境温 暖 化対 策 への 効果 も 期待で きま す。  

 (5) 歳 出 削 減 と歳 入 確 保 に よ る 財 政 効 果  

行 財 政 改 革 の 側 面 か ら は 、 こ れ ら の 駐 車 場 に 関 連 す る 経 費 の 削

減 と 、 貸 付 収 入 に よ る 歳 入 の 確 保 で 、 ８ 千 万 円 程 度 の 財 政 効 果 が

見込 ま れま す。  

 

 

６  実施スケジュール   

(1) 平 成２ １年 ５ 月か ら 適正 利用 （ 有料化 ）を 実施 し ます 。  

〔開 始 時期 を５ 月 とし た 理由 〕  

・区 役所 の事 務 が集 中す る ４月 を避け、導入 時 の混 乱を 少 なく す

るこ と が可 能。  

・早 期 実施 によ り 、最 大 限の 財政 効 果を 得 るた め。  

 (2) 事前 の周 知（ 市 、区 の ホー ムペ ージ 、市 政だ より 、庁舎 内 外へ

の掲 示、チ ラシ 配 布等 ）を 徹 底し 、利 用者 に 混乱 を与 え ない よ う

な措 置 をと りま す 。  
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問  合  せ  先  

 

財 政 局 管 財 部 管 財 課     

 市 有 財 産 有 効 活 用 担 当  

電 話 ： ０ ４ ４ － ２ ０ ０ － ２ ０８ ２   

E -mai l： 23kanzai@ci ty.kawasaki . jp  


